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特別養護老人ホームにおける特例入所者の取扱いについて 

 

  特別養護老人ホームに、要介護１又は２で入所するには、事前に長岡市（保険者

市町村）への意見照会が必要です。下記事項と「長岡市特例入所者の取扱い」を確

認し、公平な入所判断と適切な意見照会を行ってください。 

 

※「長岡市特例入所者の取扱いについて」及び関連様式は長岡市ホームページから

ダウンロードができます。 

（長岡市ホームページ＞総合メニュー＞🔍くらしの場面から探す「高齢者・介護」

＞介護事業者等向けの情報＞特別養護老人ホーム特例入所者の取扱い） 

 ※様式を令和５年度から別紙のとおり変更しましたので、ご注意ください。 

 ※特例入所関係書類には、個人情報が含まれるため、ファックス、Ｅメールでの提

出は御遠慮ください。 

 

＜参考：入所後に要介護１、２になった場合の意見照会＞ 
平成 27 年４月以降に要介護３以上で入所した方が、更新認定等で要介護２又は

１になった場合にも、入所を継続するには「意見照会(入所決定時)」が必要です。 
意見照会にあたっては、在宅が難しいという点だけでなく、特別養護老人ホーム

でなければならない理由とそれらが特例入所要件に該当するのかをよく見極めて
ください。 
なお、特例入所に該当しなければ原則退所になりますので、入所申込時の利用者

への十分な説明と、施設側の適切な判断を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入所申込者への説明等について（お願い） 

 
●入所申込者に対しては、以下の点について十分な説明を行い、理解を得て下さ
い。 
・特別養護老人ホームが中重度者を支援する施設であり、原則、要介護３以上
でなければ入所ができないこと 

・入所後に要介護２以下に改善した場合には、退所となる可能性があること 
（※特例入所についての丁寧な説明を行った結果、申込者より「特例入所要件
に該当する」旨の申立てがあった場合には、施設が申込を受け付けないこと
は認められません。） 

 
●入所申込者が要介護１又は２であっても、以下の場合は特例入所を検討して
下さい。 

  ・特例入所要件を満たしており、特別養護老人ホームに入所しなければ生活が
困難なやむを得ない事情が認められる。 

 
最終的な入所判断と利用者への説明責任は各法人・施設にゆだねられます。他

の待機者やその家族から理解が得られる、適正かつ公平な入所判断をお願いし
ます。 
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●事例集 

１ 要介護２ （90歳、サービス付き高齢者向け住宅入居中） 

サ高住入居中であるが、認知症状がみられるようになったこ

とから、家族の要望もあって出身地近くの特養入所を希望。 

施設側は、単身世帯であることと認知症を理由に申込を受け

たが、現在の生活状況を確認したところ、認知症状はあるがサ

高住での生活は落ち着いており、特養に入所しなければ生活が

できない状況は確認できなかったため、非該当の判断に至る。 

非該当 

 

★ポイント 

特養に入所しなければ

生活ができない状況が

認められるか？ 

２ 要介護２ （65歳、精神科病棟に長期入院中） 

 脳梗塞発症後、後遺症と認知症状から在宅生活が困難になり

10年以上、入院生活を送っている。生活保護を受給し、引き

取り可能な親族もいない。帰来先がないこともあり、社会的入

院を続けてきたが、医療措置はほぼ必要ない状態であり、65

歳となって介護保険被保険者となった（※生活保護受給者は

64歳まで介護保険未加入）ことから特養申込に至った。 

該当 

（単身世帯） 

３ 要介護２ （93歳、癌末期の息子と障害のある孫らと同居） 

 本人は認知症があり、デイサービスとショートステイを利用

中。主たる介護者であった息子が癌末期で介護ができなくなっ

たが、息子の妻には精神疾患と視力障害があり、孫息子は知的

障害と脳梗塞後遺症により要介護状態であったため、家族によ

る介護が困難となり特養申込に至る。 

該当 

（同居家族の病気、障害） 

４ 要介護２ （93歳、入所後に更新認定で要介護２となる） 

 唯一の同居親族であった長男がうつ病を患い、在宅介護が難

しくなり、老健入所を経て平成 27 年４月に要介護３で特養

に入所している。 

入所後の更新認定で要介護２となったが、長男の病状は変わ

らず、本人にも認知症と急性出血性直腸潰瘍等の持病悪化が見

込まれ、継続入所についての意見照会に至る。 

該当 

（同居家族の病気による） 

★ポイント 

H27 年 4 月以降の入所者

が更新認定により要介護２

以下となった場合は、特例

入所となるかの判断が必

要。 

５ 要介護２ （101歳 単身世帯） 

 本人の在宅希望もあり、アパートでの単身生活を続けてきた

が、生活の支援をしてくれた隣人が施設入所したことにより、

劣悪な環境（歩行器使用し 2 階に居住、トイレは１階、クー

ラーなし）で体調不良を起こすことが多くなった。訪問介護や

ショートステイを利用しているが、冬を迎えるには限界がある

と判断し、意見照会に至る。 

該当 

（単身世帯） 
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